
①重要品目全体のＴＲＱ拡大
幅を0.5％追加 又は

②該当ラインの関税削減を２
年間短縮して実施 又は

③該当ラインの関税削減を
５％ポイント追加

基本の数

一般品目に
100％超の
品目が残る
場合の代償
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ファルコナー議長テキスト
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[４～６]＋２ ％ ４＋２ ％

可能/不可能 を両論併記

上限関税 設定しない 設定しない

言及なし

ＴＲＱ拡大幅[4-6]％に加え、
該当ラインのTRQ拡大幅を
０．５％追加

ＴＲＱ拡大幅４％に加え、該当
ラインのTRQ拡大幅を
０．５％追加

取扱い
原則としてＴＲＱ拡大幅

[４～６]％

原則としてＴＲＱ拡大幅
４％

重
要
品
目

削減後100％
超となる場合
の代償

該当ラインのTRQ拡大幅を
０．５％追加

該当ラインのTRQ拡大幅を
０．５％追加

①重要品目全体のＴＲＱ拡大
幅を0.5％追加 又は

②該当ラインの関税削減を２
年間短縮して実施 又は

③該当ラインの関税削減を
５％ポイント追加

ラミー調停案と同じ

ラミー調停案と同じ
ただし、 ③の該当品目の関税削減を１０％ポ
イントの追加とする

カナダ
以下の代償（２案を両論併記）を条件にさ
らに重要品目の数２％を追加
第１案；基本の４％分にはＴＲＱ拡大幅を０．
５％拡大し、追加２％分のＴＲＱ拡大幅を１．
５％拡大
第２案；すべての重要品目についてＴＲＱ
拡大幅を１％拡大
日本
カナダと同じ方法では解決しない。日本は
８％に向けた方法の提示をテーブルに乗
せている。

７月のファルコナー議長案と同じ

※日本とカナダについてはテキストの他の要
素に与える影響を注視する必要があるとしつ
つ、作業文書に次の記載。

※作業文書で次のオプションを追加。
タリフライン数の２％まで実施期間終了後
４年までは、削減後の関税率100％超が許
容される。

※作業文書

既存のＴＲＱ対象タリフライン以外も全タリフ
ラインの１％まで、重要品目への指定可。
代償はＴＲＱの拡大幅の２％追加を基本と
する。国別に具体的な品目、ＴＲＱ幅を明記。

ドーハ・ラウンドの我が国主要論点の状況ドーハ・ラウンドの我が国主要論点の状況


